
主目的 6 28 1

副目的

款 項 目 大 中

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

農地法に基づく許認可を公正に審査し、農地の保全に努めるとともに農業の健全な発展を

図る。

内容

（手段）

◆平成２４年度実施内容

農地法に基づく許認可等を公正に審査し、農地の保全に努めるとともに農業の健全な発展

を図るため、窓口相談や、許認可申請等の適正な審査、総会を毎月開催・議決し、県に進

達するといった法令業務を行った。

委員は、農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な協力によって、総合的に解決し

ていくための農業者の代表機関として、法律に基づいて選出・選任されており、総会だけで

なく、申請書類への意見記載や現地確認、各種会議への出席といった業務を日常から行っ

ている。

◆２４年度直接経費の内訳

　8節　農業委員会長賞（5千円）

　9節　費用弁償等（435千円）

　11節　消耗品費・印刷製本費等（478千円）

　12節　通信運搬費（837千円）
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　12節　通信運搬費（837千円）

　13節　データ更新委託料等（2,211千円）

　14節　電子計算機借上料等（1,356千円）

　19節　愛知県農業会議負担金等（282千円）

◆２５年度直接経費の内訳

　8節　農業委員会長賞（5千円）

　9節　費用弁償等（465千円）

　11節　消耗品費・印刷製本費等（1,059千円）

　12節　通信運搬費（2,108千円）

　13節　データ更新委託料等（2,175千円）

　14節　電子計算機借上料等（1,472千円）

　19節　愛知県農業会議負担金等（282千円）
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達成状況

農地法に基づく許認可等を公正に審査するため、農業委員会総会において議決し、

県に進達するといった法令業務を行った。委員、事務局ともに、地域の事情を踏まえ

た、農地法等に基づく法令業務の実施のため、書類審査や現地調査等を随時行って

いる。
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事業実施におけ

る課題

農業先進地帯と同様な事務実施が求められ、開発を規制することで農地の保全を

図っているが、大都市近郊である本市では、農業的土地需要よりも都市的土地需要

が多い傾向があり、事務局・委員ともに、土地所有者や開発者等から強い風当たりを

受けている。

基幹系農地システムは、新総合システムへの更新について適切な対応が必要であ
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一次評価のとおり。

法律や政令・省令によって定められた事務であり、休・廃止できない。

事業を縮小・

廃止したときの

影響

維　持

維　持

農業委員選挙人名簿に関する発送事務が選挙管理委員会から農業委員会に移管さ

れ、封筒等の印刷や郵送に必要なため、印刷製本費、通信運搬費が増額となってい

る。

新総合システムへの対応について、引き続き庁内全体のシステム移行の中で対応し

ていく。
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の改善案

農業委員会の適正な事務実施については、国や県、農業会議の動向、近隣市町の

状況をみながら対応する。都市化の進む本市では、地域により農地の状況も差があ

り、農業委員が地域で求められる役割も異なるが、今後とも農地法に基づく適正な事

務実施に努める。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

基幹系農地システムは、新総合システムへの更新について適切な対応が必要であ

る。

農業委員会は、農業委員会法第3条1項に基づいて市町村に設置された行政委員会

であり、地方自治法180条の5第3項で、執行機関として市町村に置かなければならな

い委員会とされている。法令に基づき設置されており、適正に業務運営されている。

判定理由

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２５年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）


